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新６４期事前研修実施要領 

 
第１ 名称 
  新６４期事前研修 
 
第２ 目的 

新司法試験に合格し，司法修習生となろうとする者（修習予定者）に対し，法科

大学院教育で取得した知識を再確認させ，さらに司法修習の準備をサポートするこ

とにより，法科大学院教育と実務修習を架橋するとともに，修習予定者が修習を開

始するにあたっての心理的な不安を取り除くことを目的とする。 
 

第３ 事前研修の概要 
１ 実施主体 
（主催） 日本弁護士連合会 
（協力または後援） 最高裁判所・法務省・法科大学院協会 

 
２ 実施対象 
 ２０１０年度司法試験合格者（新６４期司法修習生採用内定者） 
 
３ 実施方法 

(1)ｅラーニングによる事前講義の配信 
・日弁連ホームページ上に受講対象者向けに受付画面を設け，受講希望者は

必要事項を入力後，ｅラーニングシステムにアクセスするためのＩＤ，パ

スワードを取得後，ｅラーニングによる講義を受講する。 
①民事弁護 講義 ２０１０年９月１３日～ 
②刑事弁護 講義 ２０１０年１０月１日頃～ 
③民事弁護・刑事弁護 起案講評 ２０１０年１１月２０日頃～ 
④民事裁判・刑事裁判・検察 講義 ２０１０年１１月２０日頃～ 

(2)ライブ講義（起案講評等） 
日時：２０１０年１１月６日（土） 

１０：００～１２：００ 民事弁護起案講評 
１２：００～１３：００ 昼食 
１３：００～１４：２０ 民裁・刑裁講義 各４０分 
１４：２０～１５：００ 検察講義 
１５：００～１５：１５ 休憩 
１５：１５～１７：１５ 刑事弁護起案講評 

場所：弁護士会館１７階 １７０１ＡＢＣ，１７０２会議室 
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受講対象者：約１５０名（申込者多数の場合は抽選） 
(3)弁護士会への中継について 
・ 弁護士会への中継は，中継を希望する会のみ実施する（テレビ会議シス

テムを利用。中継予定弁護士会：栃木県，静岡県，新潟県，大阪，鳥取県，

島根県，熊本県，仙台，山形県，香川県）。 
・ 中継会では，単に映像を流すだけではなく，弁護士会司法修習委員会委

員などが会場に待機し，受講者に対する説明や質問に応える体制をとる必

要がある。 
・ 中継会への参加受付は，事前に日弁連ホームページ上で行うものとする。 

(4)ライブ講義（起案講評等）のｅラーニング配信について 
・ ライブ講義終了後，ライブ講義の映像をｅラーニングで配信する。 
 

４ 研修の内容 
 (1)事前講義（ｅラーニングにて配信） 

①刑事弁護 講師：大木 孝（横浜） 
②民事弁護 講師：野辺 博（東京） 
③裁判科目，検察科目の講義 
・裁判官及び検察官による講義 
④その他弁護科目についての導入的な内容の講義 

 
 (2)起案及びその講評（集合研修・後日ｅラーニングにて配信） 

① 刑事弁護 起案内容は調整中 
② 民事弁護 「訴状」の起案 
・ 事前にｅラーニングを用いて民事弁護，刑事弁護各１本ずつ課題を出し，

受講者が起案する。 
・ 受講者は起案をメールにてデータで提出する（ライブ講義受講者は必ず

提出しなければならない。）。 
・ 提出された起案につき，ライブ講義で講評を行う。 
・ ライブ講義の内容は，後日ｅラーニングで配信する。 
③ 裁判科目，検察科目の講義 
・最高裁判所・法務省の協力を得て，裁判官及び検察官による講義 
④ その他弁護科目についての導入的な内容の講義 

 
５ 受講対象者への告知方法 
 (1) 日弁連ホームページ上に案内文を掲載 
 (2) 法科大学院協会を通じて，法科大学院における司法試験合格祝賀会等で案内

文を配布いただくよう依頼。 
 (3) 司法研修所による案内文送付（採用内定者に対し白表紙教材等を送付する際
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に同封してもらう）  
(4) その他 
 
６ 受講申込み方法 
 (1) 日弁連ホームページ上で申込受付 

(2) 起案講評（ライブ講義）の受講については，起案を提出したうえで，別途申
込みが必要。申込者多数の場合は先着順。 

 
第４ スケジュール 

① 合格発表：９月９日（木） 
② ホームページ受付開始（ｅラーニング配信開始）：９月１３日（月） 
③ 司法研修所を通して案内：１０月１５日頃 
④ ライブ講義（起案講評等）申し込み受付 ：１０月２５日（月） 
⑤ ライブ講義受講申込・起案提出締めきり：１０月２９日（金） 
⑥ ライブ講義：１１月６日（土） 
⑦ ライブ講義ｅラーニング配信：１１月２０日頃を予定 

 
第５ その他留意事項 
 １ 他のプログラムとの協力・連携 
    修習生をサポートするプログラムとして，司法研修所の出張講義や，各弁護

士会で実施される冒頭修習等がある。昨年度は司法研修所や冒頭修習を行う各

弁護士会の修習委員会への連絡が不十分であったため，内容面の重複や，関係

者の事務負担が増えるなどの問題が生じた。 
 そこで本年度の事前研修においては，各プログラム間の重複を避け，より効

果的な教育を行うため，各プログラムの実施主体との協力・連携を密にし，内

容のリンク・棲み分けを図るべきである。例えば共通の教材を用いる，同じ題

材で異なる文書の起案をさせる等が考えられる。 
 また，５条研修用の教材等，司法修習生以外を対象にしたプログラム用の教

材等についても，相互の協力の上積極的に活用することを検討すべきである。 
 
 ２ 弁護士会との関係 
    本事前研修は，基本的には日弁連で完結するものであり，各弁護士会に参加

や協力を強制したりするものではない。もちろん弁護士会の希望による本研修

の利用は大いに歓迎する。例えば，各弁護士会が，当該弁護士会に配属予定の

修習生が起案した原稿の提供を受け，添削指導を行うなどの利用方法が考えら

れる。 
以上 


